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指定管理者の募集について
令和８年２月２日公告

村では、以下とおり指定管理者を募集します。

■共通事項

１．指定の予定期間

令和８年４月１日～令和１３年３月３１日（５年間）

２．申請の方法

申請書及び事業計画書等を施設所管課へ提出

３．申請手続き

詳細は別紙募集要項による

４．スケジュール

(1)公募

令和８年２月２０日（金）締め切り

(2)指定管理者候補者の選定

２月末から３月上旬開催予定

(3)指定管理者の指定

３月定例議会の議決を経て指定

(4)指定管理者による施設の管理

令和８年４月１日から

○振興課所管施設の指定管理者募集について

■募集施設一覧

施設の名称 所在地 申請資格 募集期間

やまびこ荘 上野村楢原

ヴィラせせらぎ 上野村勝山

上野村公園施設 上野村川和・勝山 村内に主たる事業所を 令和８年２月２０日

有する団体であること まで申請受付

銘木工芸館 上野村勝山

ふれあい館 上野村楢原

地場産業育成施設 上野村川和
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-各施設の個別事項-

○やまびこ荘

１ 公の施設の名称及び位置

名 称 やまびこ荘

所在地 上野村大字楢原８８８

２ 管理の基準及び業務の範囲

この施設は、都市住民及び地域住民等の交流を促進し、村の振興に資するため設置し

た施設です。

指定管理者の業務は、施設の利用の許可に関すること並びに施設及び設備器具の維持

保全に関することです。

３ 利用料金について

地方自治法に定める利用料金制度を採用します。

４ 募集期間

令和８年２月２０日（金）まで申請受付。

５ 申請資格

村内に主たる事務所を有する団体であること。

○ヴィラせせらぎ

１ 公の施設の名称及び位置

名 称 ヴィラせせらぎ

所在地 上野村大字勝山６８４－１

２ 管理の基準及び業務の範囲

この施設は、都市住民との交流を促進し、都市活力の導入等により村の振興を図るた

めに設置した施設です。

指定管理者の業務は、施設の利用の許可に関すること並びに施設及び設備器具の維持

保全に関することです。

３ 利用料金について

地方自治法に定める利用料金制度を採用します。

４ 募集期間

令和８年２月２０日（金）まで申請受付。

５ 申請資格

村内に主たる事務所を有する団体であること。
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○上野村公園施設（川和自然公園・まほーばの森等）

１ 公の施設の名称及び位置

名 称 上野村公園施設

①川和自然公園

②まほーばの森

③東部地区農村公園（スカイブリッジ）

④フォレストアドベンチャー・上野

所在地 ①上野村大字川和６６５外

②大字勝山１１６９外

③大字川和６１２外

④大字勝山１１６９外

２ 管理の基準及び業務の範囲

この施設は、住民の福祉増進と一般利用者に対する健全な休養施設の提供を図るため

に設置した施設です。

指定管理者の業務は、施設の利用の許可に関すること並びに施設及び設備器具の維持

保全に関することです。

３ 利用料金について

地方自治法に定める利用料金制度を採用します。

４ 募集期間

令和８年２月２０日（金）まで申請受付。

５ 申請資格

村内に主たる事務所を有する団体であること。

○銘木工芸館

１ 公の施設の名称及び位置

名 称 木工品展示販売施設（銘木工芸館）

所在地 上野村大字勝山１２７

２ 管理の基準及び業務の範囲

この施設は、都市住民との交流を促進し、都市の活力の導入により村の振興と村民の

福祉の向上に資するための施設です。

指定管理者の業務は、施設の利用の許可に関すること並びに施設及び設備器具の維持

保全に関することです。

３ 利用料金

地方自治法に定める利用料金制度を採用します。

４ 募集期間

令和８年２月２０日（金）まで申請受付。

５ 申請資格

村内に主たる事務所を有する団体であること。
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○ふれあい館

１ 施設の名称及び所在地

名 称 上野村地域資源活用総合交流促進施設

所在地 上野村大字楢原３３１他

２ 管理の基準及び業務の範囲

この施設は、都市住民との交流を促進し、都市の活力の導入により村の振興と村民の

福祉の向上に資するための施設です。

指定管理者の業務は、施設の利用の許可に関すること並びに施設及び設備器具の維持

保全に関することです。

３ 利用料金

地方自治法の定める利用料金制度を採用します。

４ 募集期間

令和８年２月２０日（金）まで申請受付。

５ 申請資格

村内に主たる事務所を有する団体であること。

○地場産業育成施設

１ 施設の名称及び所在地

名 称 上野村地場産業育成施設

所在地 上野村大字川和９８９

２ 管理の基準及び業務の範囲

この施設は、木工技術の普及、技術者の育成を行う施設です。

指定管理者の業務は、施設の利用の許可に関すること並びに施設及び設備器具の維持

保全に関することです。

３ 利用料金

地方自治法の定める利用料金制度を採用します。

４ 募集期間

令和８年２月２０日（金）まで申請受付。

５ 申請資格

村内に主たる事務所を有する団体であること。


